
事務室からのお知らせ 

 

１ 校納金等の納入について 

    毎月、徴収する校納金等の納入期限は２０日です。次のどちらかの方法によって、納入

してください。 

  

   a  口座振替（安全確保の観点から、できるだけ口座振替制度をご利用ください。なお、

振替手数料につきましては、県で負担します。） 

      金融機関窓口に備え付けの「福岡県立高等学校授業料等口座振替納付届」に授業料等

納入通知書件領収書綴を添えて、希望する金融機関の窓口に提出して下さい。毎月２５

日までに手続きを完了すれば、翌月から毎月２０日に卒業まで自動的に納入されます。 

    b  現金で納入する方法 

       金融機関での口座振替手続きをしていない方に対しては、授業料等納入通知書兼領収

書綴を配布しますので、その授業料等納入通知書綴を持参のうえ、毎月２０日までに県

指定の金融機関又は学校事務室で払い込んで下さい。 

 

２ ＰＴＡ会費免除制度について 

     経済的理由から学費負担が困難な生徒に対して、ＰＴＡ会費等免除制度を設けていま

す。免除を希望される方は別紙「ＰＴＡ会費免除願書」及び「家庭調書」に必要事項を

記入し、証明書等を添付して、学校事務室に提出して下さい。 

     免除になる会費は、ＰＴＡ会費（月７００円）と生徒会費（月９００円）です。 

 

３ 奨学金制度について 

     奨学金はＰＴＡ会費免除とは異なり、卒業後の返還義務があります。 

     （民間団体の奨学金には、返還義務が無いものもあります。） 

     学校に募集があれば、その都度、クラス担任を通じて、生徒へ連絡します。 

    主な奨学金 

          ＜在校生用＞ 

             福岡県教育文化奨学財団 

                ４月に募集を行いますが、年度途中でも、家計の急変等があれば、応募でき

ます。 

          ＜大学予約奨学金＞ 

              日本学生支援機構 

                  第一種奨学金（無利子）募集期間 ４月～６月  内定 １１月頃   

                  第二種奨学金（有利子）募集期間 ４月～６月    内定 １１月頃 

 

 

 

 

 

 

 



Ｐ Ｔ Ａ 会 費 免 除 願 書 
                                                                  

 

                        令和   年   月   日 

   

 福岡県立光陵高等学校 

        ＰＴＡ会長 殿 

                                                 

福岡県立光陵高等学校    第   学年 
   

                                               生 徒 氏 名                       
   

                                               保護者氏名                       

           （署名又は記名押印） 

   

    下記の事由により、令和  年  月分から会費の免除を受けたいので、関係書類

を添えてお願い 

   します。 

記 
   

 

    １ 児童福祉施設（母子生活支援施設を除く。）に入所している。 
 

 

   ２ 就学援助を受けている。 
  

 

    ３ 児童扶養手当の支給を受けている。（支給額により該当しない場合がある。） 
 

 

    ４ 所得税を納付していない。 
  

 

    ５ 市町村民税を納付していない。又は均等割りのみを納付している。 
 

 

   ６ 国民年金の保険料の納付を免除されている。（全額免除の者のみ。） 

 

 

   ７ 天災その他不慮の災害を受けた。 

 

 

   ８ 外国の高等学校に留学することを許可された。 

 

 

   ９ 失職、離職等により家計が急変した。 

  

※ 免除願書のあてはまる事由のどれかひとつを選び、番号に〇印を付け、裏面の家

庭調書を記入してください。 

 



家  庭  調  書 
 

 

現 住 所                      

  

生徒氏名                      

 

続柄 氏  名 現 住 所 生年月日 年令 備考 

      

      

      

      

      

      

      

備考 

 １ 続柄の項は生徒との続柄とし、例えば父、母、兄、姉、本人等と記入すること。 

 ２ 年令の項はＰＴＡ会費免除願書提出日現在の満年令を記入すること。 

 

 

 

             



ＰＴＡ免除添付書類 

 

  該当する理由によって、次の書類を添付すること。 

     

１に○をつけた人・・・児童福祉施設長が発行する在園証明書 

    

２に○をつけた人・・・市町村教育委員会が発行する就学援助を受けていることを証明

する書類 

 

３に○をつけた人・・・県知事若しくは市町村長が発行する児童扶養手当証書の写し 

（所得制限により該当しないことがあります。） 

 

４に○をつけた人・・・確定申告の写し及び税務署長が発行する親権者の納税証明書 

                              給与所得のみの方は、源泉徴収票 

ただし、住宅取得控除により税額０の場合は該当しません。 

 

   ５に○をつけた人・・・市町村長が発行する親権者の非課税証明書若しくは市町村民税

徴収税額通知書、又は課税額証明書（所得額・市町村民税・扶

養親族数が記載されているもの） 

ただし、住宅取得控除により税額０の場合は該当しません。 

 

６に○をつけた人・・・日本年金機構理事長が発行する保険料免除の決定通知書又は該

            当通知書等の保険料の免除を証明する書類 

 

７に○をつけた人・・・・罹災証明書の写しまたはその状態であることが証明できる書類 

 

８に○をつけた人・・・留学に係る許可書の写し（休学扱いの留学ではない場合） 

 

９に○をつけた人・・・その状態であることを証明する書類 


